
柏崎市第３次食育推進計画の概要と推進体制 
 

１ 柏崎市第３次食育推進計画の位置付けと期間 

  食育基本法第１８条第１項に基づく市町村食育推進計画として策定 
 
 
                     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 柏崎市が目指す食育の方向 

 （１）市民の目指す姿 

市民一人ひとりが、食を楽しみ、食べる力を育て、健康で豊かな生活を送ることができる 

 

 

 

 

 

乳幼児期 

（０～５歳） 

○食事の時間が楽しめる    

○早寝・早起き・朝ごはんを身に付ける 

学童・思春期 

（６～１９歳） 

○自分で早寝・早起き・朝ごはんを実践する      

○毎日の食事を通して、食に関する知識と選択する力を持つ 

○食への感謝の気持ちが育つ 

青年期 

（２０～３９歳） 

○健康や食に関心を持ち、自分や家族の健康を考えた食生活を送る 

○自らが食の大切さを理解し、次世代へ伝える 

壮年期 

（４０～６４歳） 

○自分や家族の健康を考えた食生活を送る 

○郷土料理や地域の食文化に親しみ、家庭に取り入れる 

高齢期 

（６５歳以上） 

○生きがいをもって生活し、楽しく食事をする   

○食を通して人と交流する 

○地域の食文化を次世代に伝える 

 

柏崎市第五次総合計画  

柏崎市第二次健康増進計画「健康みらい柏崎２１」 

 平成 28（2016）年度～令和 7（2025）年度 

柏崎市第３次食育推進計画 

 平成 30（2018）年度～令和 7（2025）年度 

柏崎市第２次歯科保健計画 

 平成 30（2018）年度～令和 7（2025）年度 

柏崎市第三次食の地産地消推進計画 

 令和 5（2023）年度～令和 7（2025）年度 

・第４次食育推進基本計画 

・第３次新潟県食育推進計画 

資料 １  



（２）基本方針 

  基本方針１ 食を通じた生涯にわたる健康づくり 

・子どもの頃から規則正しい生活習慣や食習慣を身に付ける 

・主食、主菜、副菜をそろえた栄養バランスの良い食事ができる 

・家族や仲間との食事を通じ、食の楽しさや食への感謝の気持ちを身に付ける 

      

基本方針２ 柏崎地域の食材を知り、食文化を継承する 

・柏崎の旬の食材を使って調理する 

・日本型食生活を基本とした食事を実践する 

・地域の食文化を次世代に伝える 

 

基本方針３ 安全・安心な農林水産物の生産と利用の促進、地産地消の推進 

・学校給食への地場産農林水産物の利用拡大を図る 

・地場産農林水産物の利用しやすい環境を整える 
 

〇基本方針ごとに、目標項目と目標値、取組内容を掲げている。 

 

 

 ３ 令和３（２０２１）年度～令和７（２０２５）年度の重点課題 

   望ましい生活習慣の推進  

    ✤生活リズム 

    ✤早寝・早起き・朝ごはん   ➡ 朝食摂取・肥満予防を重点取組とする 
    ✤適正体重の維持 

 

 

４ 推進体制と進行管理 

  ・「柏崎市食育推進会議」を開催し、計画の進行管理を行う。 

  ・庁内関係課による「庁内食育推進連絡会議」を開催し、行政内で共通認識を図り、食育の推進を

行う。 

  ・「健康づくり推進会議」で食育推進会議の報告をし、意見を把握・共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⾷育推進会議（年 1 回） 

健康づくり推進会議（年 2 回） 

庁内⾷育推進連絡会議 

意見の把握・共有 取組の報告 

R6（2024）年度の重点課題 
運動を習慣化する人・⾝体活動量を増やすため
の取組の強化 

・子育て支援課 ・保育課 ・学校教育課 ・教育総務課 ・介護高齢課 ・農林⽔産課  
・健康推進課 

※農林⽔産課は必要に応じて会議に参集する。  

⻭科保健推進会議（年 1 回） 


